
新入学時の学校選択制に関する参考資料

（１）学校選択制について（この新制度は、令和3年度4月入学生よりスタートしています。）

（旧）就学指定校 住居地 教育委員会が指定する学校

特別区域
（梨の木団地）

指定校変更届

教育委員会が指定校変更を

許可した学校

（原則）九度山→九小・九中、河根→河根小中

（新）就学指定校
（学校選択制の活用）

住居地 教育委員会が指定する学校
原則

特別区域
（梨の木団地）

子どものことを考えて誰もが選

択できるため、特別区域は規則

上なくなります。

学校選択希望票
保護者の希望と学校の受

け入れ状況を判断し、教

育委員会が学校を指定
河根小中学校は、

少人数指導がで

きる規模を維持

小１、中１に入学

時に関係する制度

の変更です。

（原則）九度山→九小・九中、河根→河根小中

（２）学校選択制についてのお問合せについて

○ご不明の点がありましたら、ご遠慮されず教育委員会学校教育課

　までお問い合わせください。（電話：５４－２０１９）

※お子様が、小学校や中学

校に入学される時、お子様

の特性や保護者の方のご希

望により学校を選択できる

制度が始まっています。
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